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(57)【要約】
【課題】新品の樹脂成形用金型であっても、使用開始直
後から樹脂成形用金型表面への樹脂の付着を確実に防止
することができるようにする。
【解決手段】コバルト２２を含有する母材により形成さ
れた樹脂成形用金型５０であって、樹脂成形用金型５０
の成形時に樹脂が接触する表面部分から、コバルト２２
の一部が除去されていることを特徴とする樹脂成形用金
型５０。
【選択図】図２



(2) JP 2008-307687 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コバルトを含有する母材により形成された樹脂成形用金型であって、当該樹脂成形用金
型の成形時に樹脂が接触する表面部分から、前記コバルトの一部が除去されていることを
特徴とする樹脂成形用金型。
【請求項２】
　前記樹脂成形用金型表面に、酸またはアルカリを接触させることにより前記樹脂成形用
金型の表面から前記コバルトが除去されていることを特徴とする請求項１記載の樹脂成形
用金型。
【請求項３】
　前記酸または前記アルカリはシート体に含有され、当該シート体を前記樹脂成形用金型
の表面に押圧させることにより前記コバルトが除去されていることを特徴とする請求項１
または２記載の樹脂成形用金型。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は樹脂成形用金型に関し、より詳細には、樹脂の型離れが良好な樹脂成形用金型
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　低コストで樹脂成形品を製造するためにメンテナンスが容易で長寿命な成形金型の提供
が望まれている。長寿命な成形金型を製作する際には金型材料に超硬材を用いることが好
適であり、このような超硬材としては、タングステンカーバイト微粒子とコバルトの混合
物を焼成したものが広く用いられている（例えば、特許文献１）。
　また、樹脂成形品を製造する樹脂成形金型においては、樹脂成形品を効率的に生産する
ために、樹脂成形用金型表面への樹脂の付着をなくす必要があり、金型表面への樹脂の付
着防止対策としては、金型表面の研磨処理が周知である。
【特許文献１】特開２００１－２９４４３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、タングステンカーバイト微粒子とコバルトを混合させて焼結してなる超
硬材料の母材により製造された新しい樹脂成形用金型を用いて樹脂成形品を成形すると、
樹脂の付着防止対策として金型表面を研磨加工処理しているにもかかわらず、金型部品の
表面に樹脂が付着し、頻繁に金型の表面をクリーニングしなければならなかった。また、
樹脂成形用金型が新しい状態であるほど金型部品の表面に樹脂が付着する頻度が高くなる
ためクリーニング処理を行う回数が多くなるといった課題があった。
【０００４】
　本願発明は、超硬材料により製造された新しい樹脂成形金型であっても、使用開始直後
から樹脂成形用金型の表面に樹脂が付着しないようにすることができ、効率的な樹脂成形
品の成形を可能とする樹脂成形金型の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　すなわち本発明は、コバルトを含有する母材により形成された樹脂成形用金型であって
、当該樹脂成形用金型の成形時に樹脂が接触する表面部分から、前記コバルトの一部が除
去されていることを特徴とする樹脂成形用金型である。
【０００６】
　また、前記樹脂成形用金型表面に、酸またはアルカリを接触させることにより前記樹脂
成形用金型の表面から前記コバルトが除去されていることを特徴とする。このようにする
ことで、母材の主原料のバインダーとして用いられているコバルトの除去量を最小限に抑
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えることができるため、樹脂成形用金型全体の強度維持と樹脂成形用金型表面への樹脂付
着防止のバランスを良好にすることができる。
【０００７】
　また、前記酸または前記アルカリはシート体に含有され、当該シート体を前記樹脂成形
用金型の表面に押圧させることにより前記コバルトが除去されていることを特徴とする。
これにより、従来と同様に樹脂成形用金型を作動させればよいため、特別な設備を要せず
、低コストで樹脂成形金型表面からコバルトを除去することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の構成を採用することにより、新品の樹脂成形用金型であっても、使用開始直後
から樹脂成形用金型表面への樹脂の付着を確実に防止することができる。よって、樹脂成
形用金型への樹脂付着の頻度が減ることにより、樹脂成形用金型のクリーニング回数が少
なくなるため、樹脂成形品の生産効率を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、本発明の好適な実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。本実施形態
においてはプランジャー部分に対する表面加工について説明する。図１は、プランジャー
単体の正面図である。図２は、図１中のＡ部分における表面処理を実施する前の状態を模
式的に示した拡大図である。図３は、硫酸成分を含むシート体にプランジャーのヘッド部
分を押圧させている状態を示す説明図である。図４は、図３に示す処理を行った後の図１
中のＡ部分の状態を示す説明図である。
【００１０】
　図１に示すような樹脂成形用金型の部品であるプランジャー１０は、いわゆる超硬材と
呼ばれる母材を切削加工するなどして形成されている。ここでいう超硬材とは、バインダ
ーにコバルトを用いたタングステンカーバイト微粒子を焼結することで得られたものであ
る。コバルトにはコバルト金属を用いることが多い。このような超硬材により金型部品を
形成することで耐摩耗性に優れた長寿命な樹脂成形金型を提供することができる。通常、
新品のプランジャー１０は、成形用樹脂と接触する部分が研磨加工されているので、プラ
ンジャー１０のヘッド部分１２の上側表面は、図２に示すように平滑に形成されている。
【００１１】
　本実施形態においては、新品のプランジャー１０のヘッド部分１２の上側表面からコバ
ルト２０を除去し、ヘッド部分１２の表面にわずかな凹凸を設けることで、プランジャー
１０のヘッド部分１２への成形用樹脂の付着を防止している。具体的には、図３に示すよ
うにプランジャー１０のヘッド部分１２を硫酸成分が含まれているゴム等からなるシート
体３０に押し付けることでコバルト２０のみを溶出することができる。シート体３０への
プランジャー１０のヘッド部分１２の押し付け処理は、押し付け時間及び押し付け回数が
必要に応じて適宜選択される。このとき、プランジャー１０のヘッド部分１２およびシー
ト体３０を１７０℃程度に加熱しておけば、コバルト２０の溶出に効果的である。
【００１２】
　プランジャー１０のヘッド部分１２からコバルト２０を適切に除去できたことを確認す
るには、樹脂成形用金型のクリーニングに用いられるクリーニングシートを用いることが
できる。クリーニングシートは高濃度加硫ゴムシートにより形成されているため、ヘッド
部分１２の表面にコバルト２０が残留しているとクリーニングシート表面にコバルト２０
が反応して変色したブルーの部分があらわれる。すなわち、クリーニングシート表面にブ
ルーに変色した部分があらわれなければ、ヘッド部分１２のコバルト２０が適切に除去さ
れたものと判断することができる。
【００１３】
　また、新品のプランジャー１０におけるヘッド部分１２と、クリーニングシートにヘッ
ド部分１２を押圧してもブルーに変色しなくなるまでシート体３０にヘッド部分１２を押
圧処理した後におけるプランジャー１０のヘッド部分１２のそれぞれについて、スペクト
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ラム分析した結果を図５と図６に示す。図５は、新品プランジャーのスペクトラム分析結
果のグラフである。図６は本実施形態におけるプランジャーのスペクトラム分析結果のグ
ラフである。図５と図６より、本実施形態におけるプランジャー１０におけるコバルト成
分の検出量が大幅に減少していることが確認できた。
【００１４】
　先にも説明したとおりプランジャー１０はタングステンカーバイト微粒子２２がコバル
ト２０をバインダーとして焼結されているため、プランジャー１０のヘッド部分１２から
コバルト２０を除去しすぎてしまうと、プランジャー１０のヘッド部分１２からタングス
テンカーバイト微粒子２２が脱落してしまうことがあり、ヘッド部分１２の上側表面にあ
るコバルト２０のみを溶出することが肝要である。
　したがって、短時間または少ない手数でプランジャー１０のヘッド部分１２からコバル
ト２０を溶出させようとして、硫酸の水溶液にプランジャー１０のヘッド部分１２を浸漬
させてコバルト２０を除去する処理は浸漬時間及び硫酸の水溶液濃度の管理が難しい。
【００１５】
　以上に説明した表面処理によりプランジャー１０のヘッド部分１２からコバルト２０を
除去すると、ヘッド部分１２は図４に示すような微小な凹凸を有する状態になる。このよ
うな状態においては、樹脂成形時に樹脂との接触する金型面に塗布される離型剤が毛細管
現象により、ヘッド部分１２に蓄えられ、長期にわたって良好な離型状態を維持すること
ができると推測される。
　具体的には、従来のプランジャーを用いて連続樹脂成形を行った場合、新品時において
は９回の成形後にクリーニングが必要になる。引き続き従来のプランジャーの使用後１週
間後、２週間後、３週間後、１ヵ月後において、クリーニングが必要となるまでの連続樹
脂成形回数を計測したところ、それぞれ８５回、１１０回、１３０回、１７０回であった
。これらに対し、本実施形態におけるプランジャー１０を用いて連続樹脂成形を行った場
合は、使用開始から連続樹脂成形回数が１９０回であってもクリーニングすることなく良
好な離型が可能であった。
【００１６】
　また、従来のプランジャーと本実施形態におけるプランジャー１０を装着した同一能力
の樹脂成形金型で、同じタブレットを用いて樹脂成形を行った場合におけるプランジャー
のせん断離型力を計測したグラフを図７に示す。図７の縦軸はせん断力を示し（単位：ｋ
ｇ）、横軸はショット回数である。
　従来のプランジャーにおいては、ショット数が５０回の時点で実験に用いた樹脂成形金
型の離型能力であるせん断力が２５ｋｇに到達しているのに対し、本実施形態におけるプ
ランジャー１０においては、せん断力が２５ｋｇに到達するまでに要したショット数は２
５０回であった。以上のことからも、本実施形態におけるプランジャー１０を用いること
で、連続成形可能なショット数を大幅に向上することが明らかになった。
【００１７】
　以上に実施形態に基づいて本願発明を詳細に説明したが、本願発明が適用される樹脂成
形用金型は、プランジャー部分にのみ適用されるものではなく、ゲートピン、カルコマ、
ポット等他の金型部品にも適用することができるのはもちろんであり、いわゆる超硬材に
より製造されている樹脂成形金型の構成部品において、成形用樹脂と接触する金型部品の
すべてに、上記実施形態と同様な処理を施すことが好適である。
【００１８】
　また、以上の実施形態においては、コバルト２０を溶出させる際に、硫酸成分を含むシ
ート体３０を用いているが、金型部品表面のコバルトを溶出することができる成分であれ
ば硫酸成分以外の成分を含むシート体３０を用いても良いのはもちろんである。例えば、
水酸化ナトリウムや水酸化カルシウムなどの強アルカリであってもコバルト２０を溶出す
ることは十分可能である。また、硫酸以外の他の強酸であっても同様にコバルト２０を溶
出させることができるのはもちろんである。
【００１９】
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　さらに、本実施形態においては、プランジャー１０のヘッド部分１２を単体で硫酸成分
を含むシート体３０に押圧することでプランジャー１０のヘッド部分１２のコバルト２０
を溶出（除去）する形態について説明しているが、図８に示すようにプランジャー１０を
樹脂成形金型５０のポット５２に組み込んだ状態であってもプランジャー１０のヘッド部
分１２のコバルト２０を溶出することももちろん可能である。
　この場合、上金型５４と下金型５６をそれぞれ離反させた状態で、コバルト２０を溶出
することができる強酸またはアルカリ成分を含むシート体３０をパーティング面に配設し
、シート体３０をクリーニングシートと同様に上金型５４とした金型５６とによりクラン
プすればよい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】プランジャー単体の正面図である。
【図２】図１中のＡ部分における表面処理を実施する前の状態を模式的に示した拡大図で
ある。
【図３】硫酸成分を含むシート体にプランジャーのヘッド部分を押圧させている状態を示
す説明図である。
【図４】図３に示す処理を行った後の図１中のＡ部分の状態を示す説明図である。
【図５】新品プランジャーのスペクトラム分析結果のグラフである。
【図６】本実施形態におけるプランジャーのスペクトラム分析結果のグラフである。
【図７】従来のプランジャーと本実施形態におけるプランジャーを装着した同一能力の樹
脂成形金型で、同じタブレットを用いて樹脂成形を行った場合におけるプランジャーのせ
ん断離型力を計測したグラフである。
【図８】シート体を上金型とした金型によりクランプしている状態を示す説明図である。
【符号の説明】
【００２１】
　１０　プランジャー
　１２　ヘッド部分
　２０　コバルト
　２２　タングステンカーバイト微粒子
　３０　シート体
　５０　樹脂成形金型
　５２　ポット
　５４　上金型
　５６　下金型
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】
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